
旅客営業規則（現行・改定対照表） 

現     行 改     定 

 

旅客営業規則 

 

 

 

第35条 旅客が区間及び経路を同じくして乗車する場合で､定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提 

出したときは､１箇月､３箇月又は６箇月有効の通勤定期乗車券を発売する｡ 

２ 定期乗車券購入申込書の様式は､次のとおりとする｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取扱事業者記載欄の取扱いは､事務連絡 A-2009-8 のとおりとする｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅客営業規則 

 

 

 

第35条 旅客が区間及び経路を同じくして乗車する場合で､定期乗車券購入申込書に必要事項を記入して提

出したときは､１箇月､３箇月又は６箇月有効の通勤定期乗車券を発売する｡ 

２ 定期乗車券購入申込書の様式は､次のとおりとする｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取扱事業者記載欄の取扱いは､事務連絡 A-2009-8 のとおりとする｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第66条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 貸切旅客運賃 

第119条～第139条 削除 

 

第７節 特殊料金 

第140条～第146条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（入場券の種類及び料金） 

第295条 入場券の種類は普通入場券のみとし、料金は 1枚につき、次のとおりとする。 

       大人    150円 

       小児     80円 

２ 前項にかかわらず、羽沢横浜国大駅における入場料金は 1枚につき、次のとおりとする。 

       大人    140 円 

       小児     70 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第66条 削除 

（鉄道駅バリアフリー料金を加算した旅客運賃の計算方） 

第66条 普通旅客運賃には第131条に規定した料金を加算するものとし、普通旅客運賃を基準に運賃を算出 

するものについては、これを基準に計算するものとする。 

２ 通勤定期旅客運賃には第132条に規定した料金を加算するものとし、通勤定期旅客運賃を基準に運賃を 

算出するものについては、これを基準に計算するものとする。 

 

 

第６節 貸切旅客運賃 

第119条～第139条 削除 

 

第７節 特殊料金 

第140条～第146条 

 

第118条～第130条 削除 

 

第６節 鉄道駅バリアフリー料金 

 

（普通旅客運賃に対する鉄道駅バリアフリー料金） 

第131条 普通旅客運賃に対する鉄道駅バリアフリー料金は１乗車につき10円とする。 

 

（通勤定期旅客運賃に対する鉄道駅バリアフリー料金） 

第132条 通勤定期旅客運賃に対する鉄道駅バリアフリー料金は１箇月につき600円とする。 

 

第133条～第146条 削除 

 

 

（入場券の種類及び料金） 

第295条 入場券の種類は普通入場券のみとし、料金は 1枚につき、次のとおりとする。 

       大人    160円 

       小児     80円 

２ 前項にかかわらず、羽沢横浜国大駅における入場料金は 1枚につき、次のとおりとする。 

       大人    150円 

       小児     70円 

３ 各前項にかかわらず、新横浜駅における入場料金は 1枚につき、次のとおりとする。 

       大人    140円 

       小児     70円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付 則 

１ この規則は、1974 年 10 月１日から施行する。 

２ この規則は、1976 年２月１日から施行する。 

３ この規則は、1980 年４月 20日から施行する。 

４ この規則は、1981 年５月 16日から施行する。 

５ この規則は、1982 年３月１日から施行する。 

６ この規則は、1982 年４月１日から施行する。 

７ この規則は、1982 年４月 19日から施行する。 

８ この規則は、1984 年 10 月１日から施行する。 

９ この規則は、1985 年３月 15日から施行する。  

10 この規則は、1987 年 10 月 12 日から施行する。 

11 この規則は、1988 年５月 18日から施行する。 

12 この規則は、1989 年３月 19日から施行する。 

13 この規則は、1989 年４月１日から施行する。 

14 この規則は、1990 年 4 月 4日から施行する。 

15 この規則は、1991 年 11 月 20 日から施行する。 

16 この規則は、1992 年４月１日から施行する。 

17 この規則は、1995 年９月１日から施行する。 

18 この規則は、1997 年４月１日から施行する。 

19 この規則は、1999 年１月１日から施行する。 

20 この規則は、1999 年２月 16日から施行する。 

21 この規則は、1999 年３月 10日から施行する。 

22 この規則は、2000 年３月１日から施行する。 

23 この規則は、2000 年８月１日から施行する。 

24 この規則は、2000 年 10 月 14 日から施行する。 

25 この規則は、2002 年 10 月１日から施行する。 

26 この規則は、2004 年２月１日から施行する。 

27 この規則は、2004 年 12 月 11 日から施行する。 

28 この規則は、2005 年 12 月１日から施行する。 

29 この規則は、2007 年２月１日から施行する。 

30 この規則は、2007 年７月 30日から施行する。 

31 この規則は、2008 年４月 30日から施行する。 

32 この規則は、2009 年９月 30日から施行する。 

33 この規則は、2010 年６月 20日から施行する。 

34 この規則は、2015 年２月 16日から施行する。 

35 この規則は、2016 年１月 29日から施行する。 

36 この規則は、2016 年４月 28日から施行する。 

37 この規則は、2018 年２月１日から施行する。 

38 この規則は、2018 年３月 17日から施行する。 

39 この規則は、2019 年４月１日から施行する。 

40 この規則は、2019 年 10 月１日から施行する。 

41 この規則は、2019 年 11 月 30 日から施行する。 

42 この規則は、2020 年１月 31日から施行する。 

43 この規則は、2020 年４月１日から施行する。 

44 この規則は、2021 年３月 13日から施行する。 

45 この規則は、2021 年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

付 則 

１ この規則は、1974 年 10 月１日から施行する。 

２ この規則は、1976 年２月１日から施行する。 

３ この規則は、1980 年４月 20 日から施行する。 

４ この規則は、1981 年５月 16 日から施行する。 

５ この規則は、1982 年３月１日から施行する。 

６ この規則は、1982 年４月１日から施行する。 

７ この規則は、1982 年４月 19 日から施行する。 

８ この規則は、1984 年 10 月１日から施行する。 

９ この規則は、1985 年３月 15 日から施行する。  

10 この規則は、1987 年 10 月 12 日から施行する。 

11 この規則は、1988 年５月 18 日から施行する。 

12 この規則は、1989 年３月 19 日から施行する。 

13 この規則は、1989 年４月１日から施行する。 

14 この規則は、1990 年 4 月 4日から施行する。 

15 この規則は、1991 年 11 月 20 日から施行する。 

16 この規則は、1992 年４月１日から施行する。 

17 この規則は、1995 年９月１日から施行する。 

18 この規則は、1997 年４月１日から施行する。 

19 この規則は、1999 年１月１日から施行する。 

20 この規則は、1999 年２月 16 日から施行する。 

21 この規則は、1999 年３月 10 日から施行する。 

22 この規則は、2000 年３月１日から施行する。 

23 この規則は、2000 年８月１日から施行する。 

24 この規則は、2000 年 10 月 14 日から施行する。 

25 この規則は、2002 年 10 月１日から施行する。 

26 この規則は、2004 年２月１日から施行する。 

27 この規則は、2004 年 12 月 11 日から施行する。 

28 この規則は、2005 年 12 月１日から施行する。 

29 この規則は、2007 年２月１日から施行する。 

30 この規則は、2007 年７月 30 日から施行する。 

31 この規則は、2008 年４月 30 日から施行する。 

32 この規則は、2009 年９月 30 日から施行する。 

33 この規則は、2010 年６月 20 日から施行する。 

34 この規則は、2015 年２月 16 日から施行する。 

35 この規則は、2016 年１月 29 日から施行する。 

36 この規則は、2016 年４月 28 日から施行する。 

37 この規則は、2018 年２月１日から施行する。 

38 この規則は、2018 年３月 17 日から施行する。 

39 この規則は、2019 年４月１日から施行する。 

40 この規則は、2019 年 10 月１日から施行する。 

41 この規則は、2019 年 11 月 30 日から施行する。 

42 この規則は、2020 年１月 31 日から施行する。 

43 この規則は、2020 年４月１日から施行する。 

44 この規則は、2021 年３月 13 日から施行する。 

45 この規則は、2021 年７月１日から施行する。 

46 この規則は、2023 年３月 18 日から施行する。 

 

 

 

 



別表第 1号（第77条関係） 

               大 人 普 通 旅 客 運 賃 

    認可……2019年 9 月 5 日  国鉄事第116号 

    実施……2019年10月 1日（ただし、相鉄新横浜線に係る加算運賃については2019年11月30日） 

    （対キロ区間制） 

        ３キロメートルまで                       150円 

        ３キロメートルを超え７キロメートルまで             180円 

        ７キロメートルを超え11キロメートルまで             200円 

        11キロメートルを超え15キロメートルまで             240円 

        15キロメートルを超え19キロメートルまで             270円 

        19キロメートルを超え23キロメートルまで             290円 

        23キロメートルを超え26キロメートルまで             320円 

    ただし、次の場合は、それぞれの加算する。 

１ いずみ野線内の区間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合は、 

 いずみの線内の乗車区間に応じ、上記運賃に次の金額を加算した額とする。 

⑴ 二俣川～いずみ中央間を乗車する場合及び同区間と他の区間（いずみ中央～湘南台間を除 

く）とにまたがって乗車する場合は、40円を加算する。 

 ⑵ いずみ中央～湘南台間を乗車する場合は、30円を加算し、同区間と上記⑴の区間とにまた 

  がって乗車する場合は、それぞれ加算額を合算する。 

２ 相鉄新横浜線の西谷・羽沢横浜国大間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって 

 乗車する場合は、30円を加算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ   ロ 普通旅客運賃 キ   ロ 普通旅客運賃 

1 キ ロ 

150円 

16 キ ロ 

270円 
2 キ ロ 17 キ ロ 

3 キ ロ 18 キ ロ 

4 キ ロ 

180円 

19 キ ロ 

5 キ ロ 20 キ ロ 

290円 
6 キ ロ 21 キ ロ 

7 キ ロ 22 キ ロ 

8 キ ロ 

200円 

23 キ ロ 

9 キ ロ 24 キ ロ 

320円 10 キ ロ 25 キ ロ 

11 キ ロ 26 キ ロ 

12 キ ロ 

240円 
13 キ ロ 

14 キ ロ 

15 キ ロ 

 

 

 

 

別表第 1号（第77条関係） 

               大 人 普 通 旅 客 運 賃 

    認可……2022 年 10 月 21 日  国鉄事第 383 号 

    実施……2023 年 3 月 18 日（ただし、相鉄新横浜線に係る加算運賃については2019年11月30日） 

    （対キロ区間制） 

        ３キロメートルまで                       150円 

        ３キロメートルを超え７キロメートルまで             180円 

        ７キロメートルを超え11キロメートルまで             200円 

        11キロメートルを超え15キロメートルまで             240円 

        15キロメートルを超え19キロメートルまで             270円 

        19キロメートルを超え23キロメートルまで             290円 

        23キロメートルを超え26キロメートルまで             320円 

    ただし、次の場合は、それぞれの加算する。 

１ いずみ野線内の区間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合は、 

 いずみの線内の乗車区間に応じ、上記運賃に次の金額を加算した額とする。 

⑴ 二俣川～いずみ中央間を乗車する場合及び同区間と他の区間（いずみ中央～湘南台間を除 

く）とにまたがって乗車する場合は、40円を加算する。 

⑵ いずみ中央～湘南台間を乗車する場合は、30円を加算し、同区間と上記⑴の区間とにまた 

  がって乗車する場合は、それぞれ加算額を合算する。 

２ 相鉄新横浜線内の区間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合は、 

相鉄新横浜線内の乗車区間に応じ、上記運賃に次の金額を加算した額とする。 

⑴ 西谷・羽沢横浜国大間を乗車する場合及び同区間と他の区間（羽沢横浜国大・新横浜間を 

除く）とにまたがって乗車する場合は、30円を加算する。 

 ⑵ 羽沢横浜国大・新横浜間を乗車する場合は40円を加算し、同区間と上記⑴の区間とにまた 

がって乗車する場合は、それぞれの加算額を合算する。 

 

 

 

 

 

キ   ロ 普通旅客運賃 キ   ロ 普通旅客運賃 

1 キ ロ 

150円 

16 キ ロ 

270円 
2 キ ロ 17 キ ロ 

3 キ ロ 18 キ ロ 

4 キ ロ 

180円 

19 キ ロ 

5 キ ロ 20 キ ロ 

290円 
6 キ ロ 21 キ ロ 

7 キ ロ 22 キ ロ 

8 キ ロ 

200円 

23 キ ロ 

9 キ ロ 24 キ ロ 

320円 10 キ ロ 25 キ ロ 

11 キ ロ 26 キ ロ 

12 キ ロ 

240円 
13 キ ロ 

14 キ ロ 

15 キ ロ 

 

 

 

 



 

別表第 2号（第95条関係） 

               大 人 定 期 旅 客 運 賃 

    認可……2019年 9 月 5 日  国鉄事第116号 

    実施……2019年10月 1日（ただし、相鉄新横浜線に係る加算運賃については2019年11月30日） 

    （表定制） 

       通 勤 

       １キロメートルまで                     3,740 円 

       １キロメートルを超え  ２キロメートルまで         4,340 円 

       ２キロメートルを超え  ３キロメートルまで         4,960 円 

       ３キロメートルを超え  ４キロメートルまで         5,680 円 

       ４キロメートルを超え  ５キロメートルまで         6,400 円 

       ５キロメートルを超え  ６キロメートルまで         6,800 円 

       ６キロメートルを超え  ７キロメートルまで         7,200 円 

       ７キロメートルを超え  ８キロメートルまで         7,490 円 

       ８キロメートルを超え  ９キロメートルまで         7,800 円 

       ９キロメートルを超え  10キロメートルまで         8,100 円 

       10キロメートルを超え  11キロメートルまで         8,400 円 

       11キロメートルを超え  12キロメートルまで         8,680 円 

       12キロメートルを超え  13キロメートルまで         8,970 円 

       13キロメートルを超え  14キロメートルまで         9,250 円 

       14キロメートルを超え  15キロメートルまで         9,540 円 

       15キロメートルを超え  16キロメートルまで         9,830 円 

       16キロメートルを超え  17キロメートルまで         10,140 円 

       17キロメートルを超え  18キロメートルまで         10,450 円 

       18キロメートルを超え  19キロメートルまで         10,750 円 

       19キロメートルを超え  20キロメートルまで         10,960 円 

       20キロメートルを超え  21キロメートルまで         11,190 円 

       21キロメートルを超え  22キロメートルまで         11,410 円 

       22キロメートルを超え  23キロメートルまで         11,630 円 

       23キロメートルを超え  24キロメートルまで         11,940 円 

       24キロメートルを超え  25キロメートルまで         12,260 円 

       25キロメートルを超え  26キロメートルまで         12,570 円 

 

 

 

       通 学 

       １キロメートルまで                     1,190 円 

       １キロメートルを超え  ２キロメートルまで         1,410 円 

       ２キロメートルを超え  ３キロメートルまで         1,650 円 

       ３キロメートルを超え  ４キロメートルまで         1,860 円 

       ４キロメートルを超え  ５キロメートルまで         2,070 円 

       ５キロメートルを超え  ６キロメートルまで         2,300 円 

       ６キロメートルを超え  ７キロメートルまで         2,510 円 

       ７キロメートルを超え  ８キロメートルまで         2,690 円 

       ８キロメートルを超え  ９キロメートルまで         2,870 円 

       ９キロメートルを超え  10キロメートルまで         3,050 円 

       10キロメートルを超え  11キロメートルまで         3,210 円 

       11キロメートルを超え  12キロメートルまで         3,370 円 

       12キロメートルを超え  13キロメートルまで         3,510 円 

       13キロメートルを超え  14キロメートルまで         3,660 円 

 

別表第 2号（第95条関係） 

               大 人 定 期 旅 客 運 賃 

    認可……2022年10月21日  国鉄事第383号 

    実施……2023年３月18日（ただし、相鉄新横浜線に係る加算運賃については2019年11月30日） 

    （表定制） 

       通 勤 

       １キロメートルまで                     3,740 円 

       １キロメートルを超え  ２キロメートルまで         4,340 円 

       ２キロメートルを超え  ３キロメートルまで         4,960 円 

       ３キロメートルを超え  ４キロメートルまで         5,680 円 

       ４キロメートルを超え  ５キロメートルまで         6,400 円 

       ５キロメートルを超え  ６キロメートルまで         6,800 円 

       ６キロメートルを超え  ７キロメートルまで         7,200 円 

       ７キロメートルを超え  ８キロメートルまで         7,490 円 

       ８キロメートルを超え  ９キロメートルまで         7,800 円 

       ９キロメートルを超え  10キロメートルまで         8,100 円 

       10キロメートルを超え  11キロメートルまで         8,400 円 

       11キロメートルを超え  12キロメートルまで         8,680 円 

       12キロメートルを超え  13キロメートルまで         8,970 円 

       13キロメートルを超え  14キロメートルまで         9,250 円 

       14キロメートルを超え  15キロメートルまで         9,540 円 

       15キロメートルを超え  16キロメートルまで         9,830 円 

       16キロメートルを超え  17キロメートルまで         10,140 円 

       17キロメートルを超え  18キロメートルまで         10,450 円 

       18キロメートルを超え  19キロメートルまで         10,750 円 

       19キロメートルを超え  20キロメートルまで         10,960 円 

       20キロメートルを超え  21キロメートルまで         11,190 円 

       21キロメートルを超え  22キロメートルまで         11,410 円 

       22キロメートルを超え  23キロメートルまで         11,630 円 

       23キロメートルを超え  24キロメートルまで         11,940 円 

       24キロメートルを超え  25キロメートルまで         12,260 円 

       25キロメートルを超え  26キロメートルまで         12,570 円 

 

 

 

       通 学 

       １キロメートルまで                     1,190 円 

       １キロメートルを超え  ２キロメートルまで         1,410 円 

       ２キロメートルを超え  ３キロメートルまで         1,650 円 

       ３キロメートルを超え  ４キロメートルまで         1,860 円 

       ４キロメートルを超え  ５キロメートルまで         2,070 円 

       ５キロメートルを超え  ６キロメートルまで         2,300 円 

       ６キロメートルを超え  ７キロメートルまで         2,510 円 

       ７キロメートルを超え  ８キロメートルまで         2,690 円 

       ８キロメートルを超え  ９キロメートルまで         2,870 円 

       ９キロメートルを超え  10キロメートルまで         3,050 円 

       10キロメートルを超え  11キロメートルまで         3,210 円 

       11キロメートルを超え  12キロメートルまで         3,370 円 

       12キロメートルを超え  13キロメートルまで         3,510 円 

       13キロメートルを超え  14キロメートルまで         3,660 円 



       14キロメートルを超え  15キロメートルまで         3,800 円 

       15キロメートルを超え  16キロメートルまで         3,930 円 

       16キロメートルを超え  17キロメートルまで         4,060 円 

       17キロメートルを超え  18キロメートルまで         4,180 円 

       18キロメートルを超え  19キロメートルまで         4,300 円 

       19キロメートルを超え  20キロメートルまで         4,430 円 

       20キロメートルを超え  21キロメートルまで         4,540 円 

       21キロメートルを超え  22キロメートルまで         4,650 円 

       22キロメートルを超え  23キロメートルまで         4,770 円 

       23キロメートルを超え  24キロメートルまで         4,830 円 

       24キロメートルを超え  25キロメートルまで         4,890 円 

       25キロメートルを超え  26キロメートルまで         4,960 円 

  ただし、次の場合は、それぞれの額を加算する。 

１ いずみ野線内の区間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合は、い 

ずみ野線内の乗車キロに応じ次の金額を加算した額とする。 

⑴ 通 勤 

 ア 二俣川～いずみ中央間を乗車する場合及び同区間と他の区間（いずみ中央～湘南台間を除 

く）とにまたがって乗車する場合は、860円を加算する。 

 ただし、二俣川～いずみ中央間の乗車キロが６キロメートル以下の場合が、430円を加算 

する。 

  イ いずみ中央～湘南台間を乗車する場合は、640円を加算し、同区間と上記⑴の区間とにま 

   たがって乗車する場合は、それぞれの加算額を合算する。 

⑵ 通 学 

ア 二俣川～いずみ中央間を乗車する場合及び同区間と他の区間（いずみ中央～湘南台間を除 

く）とにまたがって乗車する場合は、440円を加算する。 

 ただし、二俣川～いずみ中央間の乗車キロが６キロメートル以下の場合が、210円を加算 

する。 

  イ いずみ中央～湘南台間を乗車する場合は、330円を加算し、同区間と上記⑴の区間とにま 

   たがって乗車する場合は、それぞれの加算額を合算する。 

２ 相鉄新横浜線の西谷・羽沢横浜国大間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって乗 

 車する場合は、次の金額を加算した額とする。 

⑴ 通勤 

1,160 円を加算する。 

⑵ 通学 

440 円を加算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       14キロメートルを超え  15キロメートルまで         3,800 円 

       15キロメートルを超え  16キロメートルまで         3,930 円 

       16キロメートルを超え  17キロメートルまで         4,060 円 

       17キロメートルを超え  18キロメートルまで         4,180 円 

       18キロメートルを超え  19キロメートルまで         4,300 円 

       19キロメートルを超え  20キロメートルまで         4,430 円 

       20キロメートルを超え  21キロメートルまで         4,540 円 

       21キロメートルを超え  22キロメートルまで         4,650 円 

       22キロメートルを超え  23キロメートルまで         4,770 円 

       23キロメートルを超え  24キロメートルまで         4,830 円 

       24キロメートルを超え  25キロメートルまで         4,890 円 

       25キロメートルを超え  26キロメートルまで         4,960 円 

  ただし、次の場合は、それぞれの額を加算する。 

１ いずみ野線内の区間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合は、い 

ずみ野線内の乗車キロに応じ次の金額を加算した額とする。 

⑴ 通 勤 

 ア 二俣川～いずみ中央間を乗車する場合及び同区間と他の区間（いずみ中央～湘南台間を除 

く）とにまたがって乗車する場合は、860円を加算する。 

 ただし、二俣川～いずみ中央間の乗車キロが６キロメートル以下の場合が、430円を加算 

する。 

  イ いずみ中央～湘南台間を乗車する場合は、640円を加算し、同区間と上記アの区間とにま 

   たがって乗車する場合は、それぞれの加算額を合算する。 

⑵ 通 学 

ア 二俣川～いずみ中央間を乗車する場合及び同区間と他の区間（いずみ中央～湘南台間を除 

く）とにまたがって乗車する場合は、440円を加算する。 

 ただし、二俣川～いずみ中央間の乗車キロが６キロメートル以下の場合が、210円を加算 

する。 

  イ いずみ中央～湘南台間を乗車する場合は、330円を加算し、同区間と上記アの区間とにま 

   たがって乗車する場合は、それぞれの加算額を合算する。 

２ 相鉄新横浜線内の区間を乗車する場合及び同区間と他の区間とにまたがって乗車する場合は、 

相鉄新横浜線内の乗車区間に応じ、上記運賃に次の金額を加算した額とする。 

⑴ 通 勤 

ア 西谷・羽沢横浜国大間を乗車する場合及び同区間と他の区間（羽沢横浜国大・新横浜間を 

除く）とにまたがって乗車する場合は、1,160 円を加算する。 

  イ 羽沢横浜国大・新横浜間を乗車する場合は 1,520 円を加算し、同区間と上記アの区間とに 

またがって乗車する場合は、それぞれの加算額を合算する。 

⑵ 通 学 

ア 西谷・羽沢横浜国大間を乗車する場合及び同区間と他の区間（羽沢横浜国大・新横浜間を 

除く）とにまたがって乗車する場合は、440円を加算する。 

  イ 羽沢横浜国大・新横浜間を乗車する場合は580円を加算し、同区間と上記アの区間とにま 

   たがって乗車する場合は、それぞれの加算額を合算する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（単位：円） 

キロ程 

定 期 旅 客 運 賃 

通 勤 通 学 

1 か月 3 か月 6 か月 1 か月 3 か月 6 か月 

１ 3,740 10,660 20,200 1,190 3,400 6,430 

２ 4,340 12,370 23,440 1,410 4,020 7,620 

３ 4,960 14,140 26,790 1,650 4,710 8,910 

４ 5,680 16,190 30,680 1,860 5,310 10,050 

５ 6,400 18,240 34,560 2,070 5,900 11,180 

６ 6,800 19,380 36,720 2,300 6,560 12,420 

７ 7,200 20,520 38,880 2,510 7,160 13,560 

８ 7,490 21,350 40,450 2,690 7,670 14,530 

９ 7,800 22,230 42,120 2,870 8,180 15,500 

10 8,100 23,090 43,740 3,050 8,700 16,470 

11 8,400 23,940 45,360 3,210 9,150 17,340 

12 8,680 24,740 46,880 3,370 9,610 18,200 

13 8,970 25,570 48,440 3,510 10,010 18,960 

14 9,250 26,370 49,950 3,660 10,440 19,770 

15 9,540 27,190 51,520 3,800 10,830 20,520 

16 9,830 28,020 53,090 3,930 11,210 21,230 

17 10,140 28,900 54,760 4,060 11,580 21,930 

18 10,450 29,790 56,430 4,180 11,920 22,580 

19 10,750 30,640 58,050 4,300 12,260 23,220 

20 10,960 31,240 59,190 4,430 12,630 23,930 

21 11,190 31,900 60,430 4,540 12,940 24,520 

22 11,410 32,520 61,620 4,650 13,260 25,110 

23 11,630 33,150 62,810 4,770 13,600 25,760 

24 11,940 34,030 64,480 4,830 13,770 26,090 

25 12,260 34,950 66,210 4,890 13,940 26,410 

26 12,570 35,830 67,880 4,960 14,140 26,790 

 

 

 

 

 

（単位：円） 

キロ程 

定 期 旅 客 運 賃 

通 勤 通 学 

1 か月 3 か月 6 か月 1 か月 3 か月 6 か月 

１ 3,740 10,660 20,200 1,190 3,400 6,430 

２ 4,340 12,370 23,440 1,410 4,020 7,620 

３ 4,960 14,140 26,790 1,650 4,710 8,910 

４ 5,680 16,190 30,680 1,860 5,310 10,050 

５ 6,400 18,240 34,560 2,070 5,900 11,180 

６ 6,800 19,380 36,720 2,300 6,560 12,420 

７ 7,200 20,520 38,880 2,510 7,160 13,560 

８ 7,490 21,350 40,450 2,690 7,670 14,530 

９ 7,800 22,230 42,120 2,870 8,180 15,500 

10 8,100 23,090 43,740 3,050 8,700 16,470 

11 8,400 23,940 45,360 3,210 9,150 17,340 

12 8,680 24,740 46,880 3,370 9,610 18,200 

13 8,970 25,570 48,440 3,510 10,010 18,960 

14 9,250 26,370 49,950 3,660 10,440 19,770 

15 9,540 27,190 51,520 3,800 10,830 20,520 

16 9,830 28,020 53,090 3,930 11,210 21,230 

17 10,140 28,900 54,760 4,060 11,580 21,930 

18 10,450 29,790 56,430 4,180 11,920 22,580 

19 10,750 30,640 58,050 4,300 12,260 23,220 

20 10,960 31,240 59,190 4,430 12,630 23,930 

21 11,190 31,900 60,430 4,540 12,940 24,520 

22 11,410 32,520 61,620 4,650 13,260 25,110 

23 11,630 33,150 62,810 4,770 13,600 25,760 

24 11,940 34,030 64,480 4,830 13,770 26,090 

25 12,260 34,950 66,210 4,890 13,940 26,410 

26 12,570 35,830 67,880 4,960 14,140 26,790 

 

 

 

 


